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確かな学力を育む特別支援学校を目指して 

～知的障害教育における「学びの連続性」の確保～ 

 

県立習志野特別支援学校 

 

１ はじめに   

共生社会の実現を目指す特別支援教育への理解の深まりもあり、特別支援学校への転入学生の

増加、それに伴う障害の多様化が進んでいる。特別支援学校の過密化解消を目的として設置され

た本校においても、開校９年目の今年度は、児童数６２名と開校当初の４倍となり、児童の実態

も多様化している。 

本校は知的障害を主とした小学部単独の県立の特別支援学校で、習志野市立袖ケ浦東小学校と

グラウンドや体育館、教室の一部を共用しながら学習活動を行っている。開校当初は、小学校に

校舎を借りているような感覚があり、体育館やグラウンドの使用も遠慮している部分があった。

また、小学校との共同学習が義務付けられているような感覚もあり、共同学習というよりは、運

動会や音楽会等の相手校の行事にお願いをして参加させてもらうという状況であった。今では互

いの存在が当たり前となっているが、当時、小学校の児童が静かに演奏を聞く中、本校の児童が

大きな声を出して走り回ってしまう光景は、大変驚かれたのではないだろうか。本校に対する地

域の方々の受入れはとてもあたたかく、習志野特別支援学校がここにあることが分かるように

と、市へ看板設置を呼びかけてくれた。現在は、主要道路の曲がり角に本校への案内看板が設置

されている。このような様々な当時のエピソードは、苦しいこともあったが、楽しい思い出とし

て教職員間で引き継がれている。 

今回、このような設置環境を生かしながら、特色ある６年間の系統的な学習活動の確立・実施

に向けた本校の取組を、「特別支援教育」についての説明を交えながら紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課  題 

小学部のみ設置されている本校は、他の特別支援学校と違って、中・高等部の状況に触れる機

会がない。そのため、教職員及び児童や保護者が、卒業後の学校生活をイメージできないという

マイナス面がある。しかし、他学部の教育課程に左右されずに、児童期の子供たちに特化した教

育活動を実施できることや小学校と学び舎を共にする環境を生かして、インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けた教育活動に取り組んでいくことができる。 

「第３次千葉県特別支援教育推進基本計画（令和４年３月千葉県教育委員会）」においては、

児童生徒一人一人の資質・能力を育むため、学習指導要領を踏まえた教育課程の改善や学習活動

小学校との合同避難訓練の様子 
地域の方々の呼びかけで 

設置された案内看板 



習志野特2 

等、特別支援学校における教育活動の充実が示されている。また、特別支援学校学習指導要領に

おいては、各教科等の目標・内容が、３段階で整理されている。 

これらを踏まえ、本校では、「教育内容の充実」「教職員の専門性や指導力と組織力の向上」を

学校経営の重点目標に位置付け、小学部６年間で児童が身に付けるべき資質・能力の育成に向け

て取り組んでいる。しかし、学習指導要領を踏まえた一人一人の目標設定や学習内容、授業構成

等については、同学年における個々の実態差が大きく、教職員の力量が問われている現状があ

る。 

 

（１）児童の実態 

知的障害のある児童の特徴として、「言葉の発達」 

「動作」「手先の動き」「物事の理解」「記憶力」「集 

中力」等に困難さが見られるとされているが、実態 

は様々である。 

本校でも、着替えや排せつ、食事等、教師が１対 

１で付き添うことが必要な児童、医療的ケアを必要と 

する児童、軽快に階段を駆け上がる児童、漢字や計 

算が得意な児童等、多様な実態となっている。 

 

（２）教職員の専門性や指導力 
児童一人一人に応じた個別の目標設定は、主に個々の学級担任が行っている。そのため、児

童の実態把握の視点や考え方等、担任により重要視する点に偏りが生ずることがある。それを

防ぐため、本校では、「担任の思いを大切にしつつ、根拠に基づいた目標設定を行うこと」「過

去の学習内容を踏まえ、指導内容に偏りがでないようにすること」に留意している。 

しかし、発達のアンバランス差も大きい知的障害のある児童を前にして、今どのような力に

焦点を当てるべきなのか、教職員は常に悩みながら指導にあたっている。しかも、近年は教職

員の２極化が顕著で、本校でも知的障害教育の経験が浅い教職員が多い等、個々の教職員に専

門的視点での学習指導をゆだねるには限界がある。 

 

３ 取  組   

（１）学習指導要領を基にした本校独自の「評価規準表（資料１）」の作成と活用 

  ア 作成の目的 

多様な実態の児童一人一人の学びを着実なものとするためには、学習指導要領に基づい

て、個々の学習内容を的確に捉え、教職員が皆、同じベクトルで学習を進めていくことが

重要である。 

そこで「児童が学ぶべき教科の指導目標及び指導内容を一覧で把握できる、学習指導要

領に基づいた根拠のあるチェックシートのようなものがあるとよい」と考えた。 

   

  イ 「評価規準表」の構成 

学校教育法施行規則 126 条において、教育課程編成の基本となる要素である教科等は、
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知的障害者である児童を教育する場合、「生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の

各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動」とし、必要がある場合には、

「外国語活動」を加えることができるとされている。 

作成した「評価規準表」は、これらの各教科において、学習指導要領解説の説明文を読

み解き、評価を行っていくための規準とした。これは、保護者と共通理解を図るツールと

して、また、児童一人一人の足跡として活用できるものとなっている。 

 

学習指導要領解説 → 「評価規準表」の作成 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）カリキュラムの見える化 

ア やり残しのない年間指導計画 

当然ながら個々の児童の実態に応じて指導を行うが、それは、学習指導要領に示された

学習内容をいくつか選んで指導すればよいということではない。示された指導領域の全て

の指導項目に触れるよう、計画的に学習を進めていかなければならない。しかし、特別支

国 語 
学習指導要領解説  

評価規準表  

資料１  

 教員は、これらを達成（評価）でき

る授業展開を考え、実践していく。 

※６ 参考資料（１）を参照 
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援学校では、小学校等で使用される学年に対応した教科書を使うことは難しいため、どの

学習をやり残しているか見えにくいという課題がある。 

本校も、全ての児童が学習指導要領の内容を取りこぼすことなく計画的に実施するとい

う点には課題があった。そのため、指導内容を網羅できることに加えて、１年生から６年

生まで系統的に実施できる年間計画の作成に取り組んだ。 

資料２は、知的障害の特性に応じた「各教科等を合わせた指導」という授業形態で行う

「生活単元学習」の年間指導計画である。本校では、「生活」「国語」「算数」を合わせて

学習を行っている。ここで示したのは、その中の「生活」の部分を抜粋したもので、学習

指導要領の指導内容を網羅するように計画されている。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

イ 教科等横断的な視点での年間指導計画 

指導内容が網羅された年間指導計画において、より効果的に学習を進めるには、各教科

に、いかに系統性や関連性をもたせるかが重要である。そこで、指導内容が網羅された各
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教科の年間計画を縦に並べ、他教科との関連性を考えながら指導時期を入れ替える等の調

整を図った。 

資料３は、「体育」の年間指導計画である。生活単元学習と同様、指導内容を網羅でき

るものとなっており、（資料２）「生活単元学習」の「ミニ運動会をしよう」と関連してい

るものを例として示した。他教科においても、同様に、教科等横断的な視点で年間指導計

画を操作し、各教科の系統性や関連性を踏まえた学習の実現を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 家庭や地域と連携した６年間の系統的な学習活動 

各学年の指導計画が整ったところで、続いて、１学年から６学年まで、生活年齢を踏ま

えた系統的な学習活動に着目して調整を図った。近隣校外学習を例に以下に記す。 

本校の周辺には多くの公園があり、路線バスの利便性がよい環境にある。こうした地域

資源を生かし、各学年、近隣校外学習を実施している。資料２「生活単元学習」の指導内

容「イ 安全」と「コ 社会の仕組みと公共施設」で設定した「公園に行こう」という単

元がそれにあたるが、資料４のとおり、年齢が上がるにつれて、活動の幅を広げていくよ

うに計画し、取り組んでいる。 

さらに、近隣校外学習では、安全面の確保への協力として、経路の途中に立って見守っ

てもらう、保護者の見守り活動を取り入れている。保護者にとっても、学習の様子を垣間

見ることができ、学校での学びを家庭生活にも般化するきっかけとなっている。 

 

E ボール遊び玉入れ 

１年生 体育 年間指導計画 
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（３）授業実践 

ア 「実生活に生かすことができる」授業づくり 

知的障害のある児童の学習上の特性として、学習によっ 

て得た知識や技能を実際の生活の場面で生かすことが難し 

いことがあげられる。そのため、実際の生活に結び付いた 

具体的な活動を学習活動の中心に据え、繰り返して学習す 

ることで知識や技能の定着を図っている。また、児童の 

「できる」をしっかりと認めながら、児童に自信を持たせ、 

学習への意欲を高めていくよう努めている。右の写真は、 

教室での学習を繰り返し行った後、コンビニンスストア 

で買い物をしている様子である。 

 

イ より効果的な学習を目指した段階別の授業 

先程も述べた通り、学習指導要領においては、知的障害のある児童に段階的な指導ができ

るよう、目標が３段階で示されている。このことから、学びの段階やスピードが少しでも近

い児童をグループにすることで、教師が学習のねらいを絞りやすく、児童にとって更に効果

的な学習につながるのではないかと考えた。今年度は、一部の授業において、学級、学年を

超えた段階別のクラスを編成して学習に取り組んでいる。（資料５） 

 

ウ 設置環境を生かした小学校との交流及び共同学習 

隣接する小学校と別々に学習活動を進める上では、共有する施設の調整、教育課程の違い

による共同学習の難しさ等、同じ敷地内で生活しているとはいえ実際には課題も多い。その

ような中でも、できるだけ互いの負担なく自然な形での交流が進むように、相手校との連携

を深めている。休み時間等の自然交流に加え、音楽やスポーツ関係等のイベント的な行事が

ある時には互いに声をかけ合い、時間が合えば気軽に参加し合う関係となっている。静かに

生活単元学習 
☆買い物をしよう 

資料４ 

活動の幅を広げていく 
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芸術鑑賞を行う等、特別支援学校ではなかなか味わえない雰囲気の中、本校の児童はその状

況を感じ取り、日頃見られない姿を示すなど、児童の新たな一面を発見できることも多い。   

また、児童だけでなく、授業参観週間と 

して教職員が互いの学校の授業を見合った 

り、同学年を担当する教職員同士の昼食会 

を行ったりして交流を深めている。 

各教科において、小学部３段階の目標を 

達成している児童には、小学校の目標及び 

内容の一部を取り入れることができるよう 

になっているため、小学校の授業を参観で 

きることは、大変ありがたく、学ぶべきと 

ころが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

小学校の同学年の児童との 
サツマイモの苗植え 
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エ 学びの連続性を意識した学習活動 

「評価規準表」を活用し、児童個々の習得度に応じた継続的な学習活動に努めるととも

に、就学前及び卒業後における学びの連続性についても意識して取り組んでいる。課題の中

で、マイナス面としてあげた「中・高等部の状況に触れる機会がない」という点があるが、

これについては、本校児童の主な進学先となる特別支援学校と互いの教育課程について情報

交換を行ったり、交流及び共同学習を実施 

したりしている。また、就学前の施設にお 

いても、夏季休業中に教職員の研修として 

見学させてもらったり、幼児と本校児童と 

の交流及び共同学習を実施したりしている。 

前年度より、キャリア教育について、県 

の研究指定を受けていることもあり、今年 

度は新たに、将来的に児童の就労の場の一 

つと考えられる施設での研修会を実施し、 

小学部段階で身に付けたい内容等について 

意見交換を行った。 

 

４ 成果と課題 

（１）成  果 

・学習指導要領を基に指導内容及び指導目標を整理したことから、目標を明確とした根拠あ

る学習計画及び教育内容の充実につなげることができた。 

・学び残しのない学習カリキュラムの作成により、それらを活用していくための検討会や研

修会の実施、教職員個々の授業研究等から、特別支援教育に関する専門性、連携して学習

を進めていく組織力に対する意識の向上を図ることができた。これにより、授業力及び指

導力の向上にもつながったと考える。 

・作成した資料等は、児童の学習を見通し、学習を積み重ねていくために、大変効果的で活

用できるものとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）課  題 

・教職員が改めて学習指導要領の改訂理由や目指しているものについて、しっかりと理解す

る必要がある。再度、教職員の共通理解の場を設け、児童の確かな学力へとつなげていく

ようにする。 

・段階別のグループ学習の在り方、次の段階に進めるための評価の見極め、「評価規準表」

を個別の指導計画として活用する方法の３点については、教職員間で統一が図れていない

部分が見られる。授業実践をとおしてより良い方法を探っていく。 

＜令和４年度学校評価より（保護者からのコメントの抜粋）＞ 

・成長につれて健常者と関わる機会が減ってくるので、近隣の学校との交流は状況の許す限り続 

けて欲しいと思います。 

・先生方が個々をとても大切にして向き合ってくれるので、すごく成長を感じます。 

・給食を食べられるようになったことで、自宅でも色々なものを食べられるようになりました。 

・学校、先生が大好きで子どもが毎日笑顔で楽しく学校に通っている。入学してよかったと思う。 

・家での子供の変化、主体的に考えたり行動たりして喜ぶ姿が日々みられて嬉しく思います。 

児童の主な進学先となる特別 
支援学校との交流及び共同学習 
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５ 今後の方針 

障害の有無に関わらず、確かな学力は子供たちの生きる力となる。本校の学校見学会等におい

ては、国語・算数の学習についての質問が毎回のように出されるなど、子供たちの学力に関する

学校への期待は大きい。また、開校当初から開かれた学校づくり委員会等で本校と関わってきた

地域の方からは、「子供たちも増え、様々な学習が行われ、落ち着いた環境での学びとなってい

る。子供たちの成長を感じる。」等の言葉を参観のたびにいただいている。これについても、地

域から見守られているあたたかさを感じるとともに、地域の特別支援教育を担う本校の役割につ

いて再認識しているところである。 

今後は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に努めるとともに、本校の恵

まれた地域環境を生かしながら、確かな学力を育む特別支援学校として、魅力ある学校づくりに

努めていく。 

 

６ 参考資料 

（１）「評価規準表」 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価規準表を活用するこ

とで、児童の実態把握や、目

標を明確にした学習活動に

つなげることができます。 

この姿は  

生 活 
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（２）報道資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本校ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページでは、タイムリーに教育活動を掲載しています。 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/narashino-sh/  

習志野市にある阿武松部屋の力士との交流会 

千葉県警察学校の生徒との交流会 


